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この案内には、子ども・子育て支援新制度においての保育の必要性に応じた教育・保育給

付認定申請及び保育施設等利用申請に関する手続きや必要書類等について掲載しております

ので、内容をよくお読みいただいたうえで、申請してください。 

 

★受付施設 

施設名：粕屋 eキッズナーサリー （令和 6 年 6 月 1 日開園予定） 

住 所：粕屋町大字仲原 2569番地 1 TEL 092-231-0648 
【定員 19名（0歳児 3名、1歳児 8名、2 歳児 8名）】 

※詳細は粕屋町ホームページをご覧ください。 

★受付場所 

粕屋町役場 子ども未来課(庁舎１階 １２～１４番窓口にて) 

★受付期間 

令和６年３月１日（金） ～ ３月７日（木） 

※受付時間…８時 30 分～１７時 00分 （土・日・祝祭日を除く） 

 

★提出書類 

① すでに、令和６年度の教育・保育給付認定申請及び保育施設等利用申込みをしている方、及び現

在、認可保育施設を使用している方は、「令和 6年度 教育・保育給付認定申請書兼保育施設等

利用申込書」のみ提出が必要です。（提出時と状況が変更になった方は、その書類提出が必要。） 

② 今回、新規で申込の方は、必要書類すべての提出が必要です。 

 

★注意事項 

① 申請時には、必要書類が揃っているか等を確認のうえ提出してください。 

書類に不備がある場合、受付ができないことがあり、入所のための利用調整ができない場合が

あります。 

 

② 子ども未来課窓口へ書類をお持ちいただくことが困難な場合は、郵送でお申込みください。 

その際、マイナンバー関係の確認書類として、マイナンバーカードのコピーが必要となります。 

郵送による申込みの期限は３月７日（木）必着といたします。 

 

③ 面接予定日及び場所 令和 6年 3月 12日（火） かすやこども館 （別途連絡します） 

 

 

新規に認可した小規模保育所の利用申込を受付けます 



★粕屋町保育施設紹介（２号・３号認定に係る保育所・認定こども園・地域型保育施設） 

粕屋 eキッズナーサリー（株式会社トップワンアカデミー） 

所在地 仲原 2569-1 

電話番号 231-0648（一時的にこちらの電話を記載します）※箱崎駅前 eキッズナーサリー 

入所月齢 生後４か月以上 

定員 １９名 

運営方針 

児童福祉法に基づき「保育を必要とする」乳幼児の保育を行います。保育にあたっては、

子どもの最善の利益を考慮し、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す

力の基礎を培うために日々、保護者や地域社会と力を合わせ支え合い、児童の福祉を

積極的に増進し、あわせて地域における家庭援助を行います。 

連携施設 博多幼稚園（福岡市） ※１号認定での利用となります。 

保育標準時間 平日・土曜とも 7時から 18時まで   

保育短時間 平日・土曜とも 9時から 17時まで   

延長保育 

平日 18時から 19時まで  土曜延長保育無し 

18時～18時 29分 500円、 18時 30分～19時 1,000円(おやつ代 100円) 

※保育短時間認定の方…30分 500円 (7時～9時、17時～19時) 

障がい児保育 
実施有り(軽度まで：要相談)  ※お子さまの障がいの程度により、集団保育が不可な 

場合や相当の職員配置が不可能な場合は利用ができないことがあります。 

慣らし保育 約 2週間(お子さまの状態を見ながら) 

平日給食 全園児完全給食 

土曜給食 あり 

アレルギー対応 個別に除去食を提供(要相談) 

水筒(お茶) 持参不要 

制服 なし 

オムツ 紙おむつ（持参） 

お昼寝 お布団（持参） 

保護者会 なし 

利用者負担以外 

の保護者負担 

(主なもの) 

おむつ等処理代 400円/月、連絡帳 250円/1冊 

スポーツ共済 365円/年 1回 

一時保育実施 なし 

子育て支援 育児相談、進路相談、教育相談、外国人移住者向け子育て相談（英語可） 

その他 
乳幼児から始める英語教育、遠足、運動会 

年少時より連携施設（博多幼稚園）利用可能、１号認定（預かり保育有り） 

 ※内容は変更となる場合があります。 


